
２．採用予定職種、募集人員、勤務条件等

職種 スクールソーシャルワーカー 募集人員

月・火・水・金

木

勤務場所

休暇制度

報酬

試験内容

その他

9:00～16:00（休憩60分）

業務内容

申込時の
提出書類

・市販の履歴書（写真付き）
・社会福祉士の資格を確認でき
るものの写し又は社会福祉士資
格試験の受験資格を確認できる
ものの写し

面接、書類審査　

申込み

【申込み】
　・令和8年1月30日（金）必着
　・持参の場合は同日17:00まで
　・郵送の場合は、封筒に「スクールソーシャルワーカー採用試験申込」を朱書き
　　※配達証明郵便等確実に配達されたことが確認できる方法で送付されることを
　　　お勧めします。
【申込み場所】
　豊橋市教育会館
　　住所：〒441-8075　豊橋市神野ふ頭町３－２２
　　電話：0532-33-2113
【その他】
　・申込み受付後は、提出書類はお返ししません。

・採用された場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険に加入し
ます。
・任用期間は令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間です。ただ
し、引き続き業務の必要性があり、かつ勤務状況が良好な場合に限り、１年単位で
原則４回まで改めて任用する可能性があります。
・任用の年齢上限は、原則、年度末65歳までとします。

勤務条件

週３１時間
10:00～17:15（休憩60分）

・スクールソーシャルワーカーとして、問題を抱える児童生徒を支援す
る。
・関係機関とのネットワークを構築し、連携、調整を行う。

市内小中学校、関係機関及び豊橋市教育会館

休暇：有給休暇（10日間　※最大20日 ）、夏季休暇（5日間）
　　　他、各種休暇制度あり
休日：土日祝日、年末年始

月額２３２，１８２円（見込み）
※別途期末勤勉手当、通勤手当あり

令和８年度採用予定

豊橋市会計年度任用職員募集要項（学校教育課）

１．会計年度任用職員とは
地方公務員法第22 条の２第１項の規定に基づき任用される非常勤職員です。採用されると、一
般職の公務員となり、服務規程（職務専念義務や守秘義務等）が適用されます。

若干名

申込要件
(資格等)

・社会福祉士資格を有する方、又は令
和8年3月31日までに資格取得見込の方
・普通自動車運転免許（AT限定可）を
有する方
・パソコン（Word・Excel）の基本的
操作ができる方


